
感染症発生時の連携について

備前保健所・東備支所



〇次のような場合、迅速に、市町村等の高齢者施設主管部局に報告する。

あわせて、保健所にも報告し、対応の指示を求める。

（「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成 17 年２月 22 日付け通知））

（報告が必要な場合）いずれかに当てはまる場合

①同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者や

重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

②同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる者が

10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

③上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の

発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
2

行政への報告

発生時の対応



岡山県備前保健所 ホームページ
（https://www.pref.okayama.jp/page/962359.html）

岡山県備前保健所東備支所 ホームペー ジ
（https://www.pref.okayama.jp/page/931281.html）
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行政への報告

発生時の対応

【報告方法】
・連絡票（主管部局への事故報告書でも可）

・健康観察票
をメールでお願いいたします（FAXも可）

https://www.pref.okayama.jp/page/962359.html
https://www.pref.okayama.jp/page/931281.html
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行政への報告
発生時の対応

メールアドレス
備前保健所：bizen-hokenka@pref.okayama.lg.jp

東備支所：tobi-hoken@pref.okayama.lg.jp

備前保健所様式 備前保健所東備支所様式

【連絡票】

【健康観察票】



事業のご紹介
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【 保健所の実地指導 】

・集団発生のあった施設へ必要や希望に応じて実地指導を行っています。



事業のご紹介
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【 保健所の実地指導 】

・施設指導の際に寄せられた質問や、他施設での実践例など、今後の取り組みに活かして

いただけることを目的に「施設における感染症対策事例(Q&A)集」を作成

備前保健所東備支所ホームページ掲載中

https://www.pref.okayama.jp/page/931281.html



事業のご紹介
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【 岡山県医師会 コールセンター事業 】



10/30インフルエンザ注意報発令
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インフルエンザの定点あたりの報告数

県全体：２．８８人
備前保健所管内：１．７５人
東備支所管内：２．５人
（第43週 10月20日～10月26日現在）



ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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